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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の文字列を記憶する記憶部と、
　第１文字の入力を受け付ける受付部と、
　前記第１文字を表示する表示部と、
　前記表示部の表示面への被検出物による接触を検出する検出部と、
　前記複数の文字列から、前記第１文字を含む前記文字列である単数又は複数の第１文字
列を抽出する抽出部と
　を備え、
　前記表示面のうち、前記第１文字に対応する領域への前記被検出物の接触が検出された
あとに、前記受付部は、第２文字の入力を受け付け、
　前記抽出部は、前記単数又は複数の第１文字列から、前記第２文字を含む前記第１文字
列である単数又は複数の第２文字列を抽出する、表示操作装置。
【請求項２】
　前記受付部は、複数の前記第１文字の入力を受け付け、
　前記表示部は、前記複数の第１文字を表示し、
　前記抽出部は、前記複数の文字列から、前記複数の第１文字を含む前記文字列である前
記単数又は複数の第１文字列を抽出する、請求項１に記載の表示操作装置。
【請求項３】
　前記抽出部は、前記単数又は複数の第１文字列から、前記第２文字を先頭又は末尾に有
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する前記単数又は複数の第２文字列を抽出する、請求項１または請求項２に記載の表示操
作装置。
【請求項４】
　前記被検出物による接触操作が検出されたことに応じて、前記表示部は、前記第１文字
の形態を変更し、
　前記接触操作は、前記被検出物が前記表示面に接触しつつ方向を変えながら移動するこ
とを示す、請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の表示操作装置。
【請求項５】
　前記表示部は、
　前記複数の文字列を表示し、
　前記受付部が前記第１文字の入力を受け付けたことに応じて、前記複数の文字列に代え
て前記単数又は複数の第１文字列を表示し、
　前記受付部が前記第２文字の入力を受け付けたことに応じて、前記単数又は複数の第１
文字列に代えて前記単数又は複数の第２文字列を表示する、請求項１から請求項４のいず
れか１項に記載の表示操作装置。
【請求項６】
　前記受付部が前記第２文字の削除を受け付けたことに応じて、前記表示部は、前記第２
文字が入力される前の画面を表示する、請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の表
示操作装置。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の表示操作装置と、
　シートに画像を形成する画像形成部と
　を備える、画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示操作装置、及び画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複数の文字列のなかから、入力された文字を先頭に含む文字列を抽出し、抽出し
た文字列を表示する装置が知られている。抽出された文字列が複数である場合、ユーザー
は、表示される画面を切り替えて、抽出された文字列のなかから、所望の文字列を探す。
抽出された文字列の数が膨大である場合、画面を切り替える操作はユーザーにとって煩わ
しい。
【０００３】
　そこで、所望の文字列を探すときの画面の切り替えの利便性を高める装置が検討されて
いる。例えば、特許文献１に記載の単語入力支援装置は、登録単語のなかから、ユーザー
が指定した文字を含む文字列をリスト形式で画面に表示させる。その後、単語入力支援装
置は、登録単語のなかから、ユーザーが指定した文字の次の文字を特定する。特定した次
の文字を含む文字列のうち、画面に表示されている文字列の数が、所定の基準数未満にな
ったことに基づいて、単語入力支援装置は、画面に表示されている文字列を、画面に表示
されている文字列と異なる文字列であり、かつ特定した次の文字を有する文字列に切り替
える。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－５９２８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　しかしながら、特許文献１に記載の単語入力支援装置では、ユーザーが文字を指定する
ときに、実空間に存在する紙に文字を記入したり消したりするような直感的な操作感を提
供することができない。
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、直感的な操作で所望の文字列を抽出
できる表示操作装置及び画像形成装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の観点によれば、表示操作装置は、記憶部と、受付部と、表示部と、検出
部と、抽出部とを備える。記憶部は、複数の文字列を記憶する。受付部は、第１文字の入
力を受け付ける。表示部は、前記第１文字を表示する。検出部は、前記表示部の表示面へ
の被検出物による接触を検出する。抽出部は、前記複数の文字列から、前記第１文字を含
む前記文字列である単数又は複数の第１文字列を抽出する。前記表示面のうち、前記第１
文字に対応する領域への前記被検出物の接触が検出されたあとに、前記受付部は、第２文
字の入力を受け付ける。前記抽出部は、前記単数又は複数の第１文字列から、前記第２文
字を含む前記第１文字列である単数又は複数の第２文字列を抽出する。
【０００８】
　本発明の第２の観点によれば、画像形成装置は、本発明の第１の観点による表示操作装
置と、画像形成部とを備える。画像形成部は、シートに画像を形成する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、直感的な操作で所望の文字列を抽出できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態１に係る表示操作装置を示す図である。
【図２】（ａ）本発明の実施形態１に係る表示操作装置が備える表示部を示す図である。
（ｂ）本発明の実施形態１に係る表示操作装置の受付部が第１文字の入力を受け付けたと
きの表示部を示す図である。
【図３】（ａ）本発明の実施形態１に係る表示操作装置の表示部の表示面への接触操作を
示す図である。（ｂ）本発明の実施形態１に係る表示操作装置の受付部が第２文字の入力
を受け付けたときの表示部を示す図である。
【図４】本発明の実施形態１に係る表示操作装置が実行する検索制御を示すフローチャー
トである。
【図５】本発明の実施形態２に係る画像形成装置を説明するための模式的断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、図中、同一ま
たは相当部分については同一の参照符号を付して説明を繰り返さない。
【００１２】
（実施形態１）
　図１～図３を参照して、本発明の実施形態１に係る表示操作装置１について説明する。
図１は、表示操作装置１を示す。図２（ａ）は、表示操作装置１が備える表示部２０を示
す。表示操作装置１は、制御部１０と、表示部２０と、検出部としてのタッチパネル３０
と、記憶部４０とを備える。
【００１３】
　記憶部４０は、主記憶装置（例えば、半導体メモリー）及び補助記憶装置（例えば、ハ
ードディスクドライブ）を含む。記憶部４０は、複数の文字列２００を記憶する。文字列
２００は、１以上の文字を含む。文字は、例えば、平仮名、カタカナ、アルファベット、
数字、又は記号である。文字列２００は、例えば、人名、社名、又は施設名である。
【００１４】
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　表示部２０は、例えば液晶ディスプレーである。表示部２０は、記憶部４０が記憶する
複数の文字列２００及び入力枠２１を表示する。表示部２０は、例えば、ソフトウェアと
してのキーボード（図示せず）をさらに表示する。ユーザーは、このキーボードを介して
文字を入力する。表示部２０は、入力枠２１に重なりあうように、ユーザーに入力された
文字を表示する。なお、ユーザーは、表示操作装置１に物理的に設けられるキーボード（
図示せず）を介して、文字を入力してもよい。
【００１５】
　図２（ｂ）は、受付部１０１が第１文字２１ａの入力を受け付けたときの表示部を示す
。制御部１０は、受付部１０１及び抽出部１０２を含む。受付部１０１は、単数又は複数
の第１文字２１ａの入力を受け付ける。表示部２０は、入力枠２１に重なり合うように、
受付部１０１が入力を受け付けた単数又は複数の第１文字２１ａを表示する。本実施形態
において、受付部１０１は、複数の第１文字２１ａとして「Ｃｏｍｐａｎｙ」の入力を受
け付ける。表示部２０は、入力枠２１に重なり合うように、受付部１０１が入力を受け付
けた複数の第１文字２１ａとしての「Ｃｏｍｐａｎｙ」を表示する。
【００１６】
　抽出部１０２は、記憶部４０に記憶される複数の文字列２００から、単数又は複数の第
１文字２１ａを含む文字列２００である単数又は複数の第１文字列２０１を抽出する。表
示部２０は、受付部１０１が第１文字２１ａの入力を受け付けたことに応じて、複数の文
字列２００に代えて、抽出部１０２に抽出された単数又は複数の第１文字列２０１を表示
する。本実施形態において、抽出部１０２は、複数の文字列２００から、複数の第１文字
２１ａとしての「Ｃｏｍｐａｎｙ」を含む文字列２００である複数の第１文字列２０１を
抽出する。表示部２０は、複数の第１文字列２０１を表示する。
【００１７】
　図３（ａ）は、表示部２０の表示面２０Ａへの接触操作を示す。タッチパネル３０は、
表示部２０の表示面２０Ａへの指Ｆ（被検出物）による接触を検出する。表示面２０Ａの
うち、第１文字２１ａに対応する領域への指Ｆによる接触操作が検出されたことに応じて
、表示部２０は、第１文字２１ａの形態を変更する。本実施形態において、接触操作は、
指Ｆが表示面２０Ａに接触しつつ方向を変えながら移動することを示す。第１文字２１ａ
の形態の変更とは、第１文字２１ａが表示部２０に表示されるときの形、色、又は大きさ
を変更することである。具体的には、第１文字２１ａの形態の変更とは、例えば、表示部
２０が、第１文字２１ａの色を薄く変更すること、又は第１文字２１ａを破線に変更する
ことである。図３（ａ）では、説明の便宜上、指Ｆによる接触操作が検出されたあとの第
１文字２１ａを破線で示している。
【００１８】
　図３（ｂ）は、受付部１０１が第２文字２１ｂの入力を受け付けたときの表示部２０を
示す。表示面２０Ａのうち、第１文字２１ａに対応する領域への指Ｆの接触が検出された
あとに、受付部１０１は、第２文字２１ｂの入力を受け付ける。受付部１０１は、第１文
字２１ａと同様に、例えば、表示部２０に表示されるソフトウェアとしてのキーボードを
介して、第２文字２１ｂの入力を受け付ける。
【００１９】
　受付部１０１が第２文字２１ｂの入力を受け付けると、表示部２０は、色が薄い状態の
第１文字２１ａに重ね合わせて第２文字２１ｂを表示する。抽出部１０２は、単数又は複
数の第１文字列２０１から、第２文字２１ｂを含む第１文字列２０１である単数又は複数
の第２文字列２０２を抽出する。ここで、抽出部１０２は、単数又は複数の第１文字列２
０１から、第２文字２１ｂを先頭又は末尾に有する単数又は複数の第２文字列２０２を抽
出する。表示部２０は、受付部１０１が第２文字２１ｂの入力を受け付けたことに応じて
、単数又は複数の第１文字列２０１に代えて、抽出部１０２に抽出された単数または複数
の第２文字列２０２を表示する。
【００２０】
　本実施形態において、受付部１０１は、第２文字２１ｂとしての「Ａ」の入力を受け付
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ける。表示部２０は、第１文字２１ａとしての「Ｃｏｍｐａｎｙ」を破線で表示し、第１
文字２１ａに重なり合うように、第２文字２１ｂとしての「Ａ」を表示する。抽出部１０
２は、複数の第１文字列２０１から、第２文字２１ｂとしての「Ａ」を先頭に有する複数
の第２文字列２０２を抽出する。表示部２０は、複数の第２文字列２０２としての「ＡＡ
ＡＡ　Ｃｏｍｐａｎｙ」と「ＡＣＡＣ　Ｃｏｍｐａｎｙ」とを表示する。
【００２１】
　第２文字２１ｂの入力を受け付けたあとに、受付部１０１が第２文字２１ｂの削除を受
け付けたことに応じて、表示部２０は、第２文字２１ｂが入力される前の画面を表示する
。本実施形態において、受付部１０１が第２文字２１ｂとしての「Ｃｏｍｐａｎｙ」の削
除を受け付けたことに応じて、表示部２０は、図３（ａ）に示されている、第２文字２１
ｂが入力される前の画面を表示する。
【００２２】
　以上、図１～図３を参照して説明したように、本実施形態によれば、複数の文字列２０
０から第１文字２１ａを含む第１文字列が抽出され、第１文字２１ａに対応する領域への
指Ｆの接触が検出されたあとに、第２文字２１ｂを含む第２文字列２０２が抽出される。
従って、第１文字２１ａに対応する領域への指Ｆの接触が、第１文字２１ａに対応する領
域を擦るような接触操作である場合、ユーザーは、実空間に存在する紙に文字を書いて消
すような感覚で、第２文字列２０２を抽出できる。その結果、ユーザーは、直感的な操作
で所望の文字列を抽出できる。
【００２３】
　また、本実施形態によれば、第１文字２１ａに対応する領域を擦るような接触操作が検
出されたことに応じて、表示部２０は、第１文字２１ａの色を薄くして表示する。従って
、ユーザーは、実空間に存在する紙に書かれた文字を擦って消すような直感的な操作で所
望の文字列を抽出できる。
【００２４】
　さらに、本実施形態によれば、薄い色で表示された第１文字２１ａに重なり合うように
、第２文字２１ｂが表示される。従って、実空間に存在する紙に書いて消された文字の上
に再び文字を書くような直感的な操作で所望の文字列を抽出できる。
【００２５】
　さらに、本実施形態によれば、薄い色で表示された第１文字２１ａに重なり合うように
、第２文字２１ｂが表示される。従って、ユーザーは、入力した第１文字２１ａを確認し
つつ、第２文字２１ｂを入力できる。
【００２６】
　さらに、本実施形態によれば、第１文字２１ａを有する第１文字列２０１が抽出され、
第１文字２１ａに対応する領域が接触されることで、第２文字２１ｂを先頭又は末尾に有
する第２文字列２０２が抽出される。従って、ユーザーは、表示面２０Ａのうち第１文字
２１ａに対応する領域を接触するだけで、文字を抽出する方法を切り替えることができる
。その結果、ユーザーは、直感的に操作で所望の文字列を抽出する方法を変更できる。
【００２７】
　図４は、表示操作装置１が実行する検索制御を示すフローチャートである。ステップＳ
１０において、受付部１０１は、第１文字２１ａの入力を受け付ける。ステップＳ２０に
おいて、抽出部１０２は、複数の文字列２００から、第１文字２１ａを含む文字列２００
である単数又は複数の第１文字列２０１を抽出する。
【００２８】
　ステップＳ３０において、表示部２０は、複数の文字列２００に代えて、抽出された単
数又は複数の第１文字列２０１を表示する。ステップＳ４０において、タッチパネル３０
は、指Ｆによる表示面２０Ａへの接触操作を検出する。
【００２９】
　ステップＳ５０において、表示部２０は、第１文字２１ａの形態を変更する。例えば、
表示部２０は、第１文字２１ａの色を薄くして表示する。ステップＳ６０において、受付
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部１０１は、第２文字２１ｂの入力を受け付ける。ステップＳ７０において、抽出部１０
２は、単数又は複数の第１文字列２０１から、第２文字２１ｂを含む第１文字列２０１で
ある単数又は複数の第２文字列２０２を抽出する。ステップＳ８０において、表示部２０
は、単数又は複数の第１文字列２０１に代えて、抽出された単数又は複数の第２文字列２
０２を表示する。
【００３０】
　以上、図１～図４を参照して説明したように、本実施形態によれば、複数の文字列２０
０から第１文字２１ａを含む第１文字列２０１が抽出され、第１文字２１ａに対応する領
域への指Ｆの接触が検出されたあとに、第１文字列２０１から第２文字２１ｂを含む第２
文字列２０２が抽出される。従って、ユーザーは、表示面２０Ａを接触するだけで、第１
文字列２０１から、さらに第２文字２１ｂを含む第２文字列２０２を抽出できる。その結
果、ユーザーは、容易な操作で所望の文字列を抽出できる。
【００３１】
（実施形態２）
　図５を参照して、本発明の実施形態２に係る画像形成装置２について説明する。図５は
、画像形成装置２を示す。画像形成装置２は、例えば、複写機、プリンター、ファクシミ
リ、又は複合機である。複合機は、例えば、複写機、プリンター、及びファクシミリのう
ち少なくとも２つの機器を備える。
【００３２】
　画像形成装置２は、制御部１０と、記憶部４０と、原稿搬送部１００と、画像読取部１
１０と、収納部１２０と、搬送部１３０と、画像形成部１４０と、定着部１５０と、排出
部１６０とを備える。シートＴは、シート搬送方向に沿って画像形成装置２の内部を搬送
される。
【００３３】
　制御部１０は、実施形態１に係る制御部１０として機能し、表示部２０は、実施形態１
に係る表示部２０として機能し、タッチパネル３０は、実施形態１に係るタッチパネル３
０とし、記憶部４０は、実施形態１に係る記憶部４０として機能する。従って、画像形成
装置２に備えられる制御部１０、表示部２０、タッチパネル３０、及び記憶部４０は、実
施形態１に係る表示操作装置１を構成する。
【００３４】
　原稿搬送部１００は、画像読取部１１０に向けて原稿を搬送する。画像読取部１１０は
、原稿の画像を読み取って画像データを生成する。収納部１２０はシートＴを収納する。
収納部１２０は、カセット１２１及び手差しトレイ１２３を含む。カセット１２１はシー
トＴを積載する。シートＴは、カセット１２１又は手差しトレイ１２３から搬送部１３０
に送り出される。シートＴは、例えば、普通紙、コピー紙、再生紙、薄紙、厚紙、光沢紙
、又はＯＨＰ（Ｏｖｅｒｈｅａｄ　Ｐｒｏｊｅｃｔｏｒ）シートである。
【００３５】
　搬送部１３０は、画像形成部１４０にシートＴを搬送する。画像形成部１４０は、感光
体ドラム１４１、帯電部１４２、露光部１４３、現像部１４４、転写部１４５、クリーニ
ング部１４６、及び除電部１４７を含み、シートＴに画像を形成（印刷）する。
【００３６】
　画像の転写されたシートＴは定着部１５０に向けて搬送される。定着部１５０は、シー
トＴを加熱及び加圧して、シートＴに画像を定着させる。画像が定着されたシートＴは排
出部１６０に向けて搬送される。排出部１６０はシートＴを排出する。
【００３７】
　記憶部１７０は、主記憶装置（例えば、半導体メモリー）及び補助記憶装置（例えば、
ハードディスクドライブ）を含む。
【００３８】
　制御部１０は、画像形成装置２の各要素を制御する。具体的には、制御部１０が、記憶
部１７０に格納されたコンピュータープログラムを実行することにより、表示部２０、原
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稿搬送部１００、画像読取部１１０、収納部１２０、搬送部１３０、画像形成部１４０、
及び定着部１５０を制御する。制御部１０は、例えば、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏ
ｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）である。
【００３９】
　以上、図５を参照して説明したように、実施形態２によれば、画像形成装置２は、実施
形態１に係る表示操作装置１として機能する。従って、実施形態１と同様に、複数のファ
イルを連続して選択できる。その他、実施形態１と同様の効果を得ることができる。
【００４０】
　以上、図面（図１～図５）を参照しながら本発明の実施形態について説明した。但し、
本発明は、上記の実施形態に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々の
態様において実施することが可能である（例えば、下記に示す（１）～（５））。図面は
、理解しやすくするために、それぞれの構成要素を主体に模式的に示しており、図示され
た各構成要素の厚み、長さ、個数等は、図面作成の都合上から実際とは異なる。また、上
記の実施形態で示す各構成要素の形状、寸法等は一例であって、特に限定されるものでは
なく、本発明の効果から実質的に逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
【００４１】
　（１）図３（ａ）を参照して説明したように、ユーザーは、被検出物として指Ｆで表示
部２０の表示面２０Ａを接触したが、被検出物としてタッチペン（図示せず）で表示面２
０Ａを接触してもよい。
【００４２】
　（２）図３（ａ）を参照して説明したように、接触操作は、指Ｆが表示面２０Ａに接触
しつつ方向を変えながら移動することを示した。ただし、接触操作は、指Ｆが表示面２０
Ａを接触して停止した状態を所定時間以上維持することを示してもよいし、指Ｆが表示面
２０Ａに接触しつつ一方方向に移動することを示してもよい。
【００４３】
　（３）図３（ａ）及び図３（ｂ）を参照して説明したように、受付部１０１が第２文字
２１ｂの削除を受け付けたことに応じて、表示部２０は、第２文字２１ｂが入力される前
の画面を表示した。ただし、第２文字２１ｂの削除を受け付けたことに応じて、表示部２
０は、図２（ａ）に示す複数の文字列２００を表示する画面を表示してもよい。
【００４４】
　（４）図３（ｂ）を参照して説明したように、受付部１０１は、単数の第２文字２１ｂ
を受け付けたが、複数の第２文字２１ｂを受け付けてもよい。
【００４５】
　（５）図３（ｂ）を参照して説明したように、抽出部１０２は、単数又は複数の第１文
字列２０１から、第２文字２１ｂを先頭又は末尾に有する単数又は複数の第２文字列２０
２を抽出した。ただし、抽出部１０２は、単数又は複数の第１文字列２０１から、第２文
字２１ｂを先頭又は末尾と異なる位置に有する単数又は複数の第２文字列２０２を抽出し
てもよい。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　本発明は、表示操作装置及び画像形成装置に関するものであり、産業上の利用可能性を
有する。
【符号の説明】
【００４７】
１　　　表示操作装置
１０１　受け付け部
１０２　抽出部
２０　　表示部
２０Ａ　表示面
２００　文字列
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２１ａ　第１文字
２１ｂ　第２文字
２０１　第１文字列
２０２　第２文字列
３０　　タッチパネル

【図１】 【図２】
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【図５】
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